
コーポレート・ガバナンス

（Governance:ガバナンス）　重要課題：ガバナンス、コンプライアンス

当社は、株主・取引先・地域住民の方々等広く社会からの信頼と支持を得られる企業グループとなることを目指し、企業理念
や企業行動憲章を定め、グループ全役職員一丸となってその実践に取り組んでいます。また、当社は、持続的な成長と中長期
的な企業価値の向上を図るため、株主・取引先・地域住民の方々等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決
定を行うべく、コーポレート・ガバナンスの適切な構築・実践を経営の最重要事項のひとつと位置付けており、以下の5つの原
則をその基本としています。

1.株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の
整備を行い、また、株主の実質的な平等性を確保します。

2.取引先・従業員・地域住民の方々をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3.当社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、

法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組みます。
4.当社の取締役会は、企業戦略等の方向性を示し、適切なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、経営陣・取締役への

実効性の高い監督を行います。
5.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。

取締役会は、社外取締役4名を含む9名の取締役で構成し、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項やその他経営に
関する重要事項の決定、取締役の職務執行の監督を行っています。

執行機関として、取締役社長を議長とし常勤の取締役、執行役員および監査役で構成する常勤役員会を設置しています。常
勤役員会は、取締役会の決定事項に基づく業務執行上の施策についての審議、決定を行うほか、取締役会付議予定事項の審
議等を行っています。

監査役会は、独立社外監査役3名を含む4名の監査役で構成し、取締役の業務執行について会計監査人、内部監査部、子会
社監査役と緊密な連携を図りつつ、厳正な監査を行っています。

指名報酬諮問委員会は、常勤取締役1名、社外取締役2名で構成し、取締役候補者の指名、取締役の報酬等の決定に係る取
締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問に基づく事項の審議を行っています。
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コンプライアンス

本報告書の対象について
◎対象期間
　報告対象期間は、原則として2021年度（2021年4月～2022年3月）ですが、
　一部、暦年（2021年1月～12月）および2022年4月以降の活動も含みます。
◎対象範囲
富士石油株式会社本社および袖ケ浦製油所
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本社所在地

設立年月日

資本金

大株主

従業員数

事業所

事業所所在地

事業内容

主要製品名

富士石油株式会社

東京都品川区東品川二丁目５番８号
天王洲パークサイドビル

２００３年１月３１日

２４４億６千７百万円

　　　　　　 （２０２2年３月３１日現在）
株式会社シティインデックスイレブンス
株式会社ＪＥＲＡ
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
クウェ－ト石油公社
サウジアラビア王国政府
出光興産株式会社
住友化学株式会社
日本郵船株式会社
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社

単独５０0名　連結７０1名
（２０２2年３月３１日現在）

富士石油株式会社袖ケ浦製油所

千葉県袖ケ浦市北袖１番地　　

原油の輸入、石油の精製ならびに
石油製品および石油化学基礎製品の
製造、加工、貯蔵、輸出入および売買等

ＬＰＧ、石油化学用ナフサ、ガソリン、
航空タービン燃料油、灯油、軽油、重油、
ノルマルヘキサン、ノルマルヘプタン、
混合キシレン、ベンゼン、
アスファルトピッチ

当社は、「企業行動憲章」の精神を具現化するために、当社および当社子会社の役職員が職務を遂行するに当た
り遵守すべき「富士石油行動基準」を定めています。

また、「企業倫理推進規程」において当社グループの企業倫理推進に係る組織体制および企業倫理施策等の実
施・運営の原則を定め、企業倫理施策の推進責任者（ＣＣＯ）である総務部担当役員の下、各部門長および従業員代
表並びに子会社企業倫理担当者を構成員とする企業倫理委員会を定期的に開催しています。同委員会にて年度ご
とに年間重点目標を定め、グループ一丸となって各種の企業倫理推進活動に取り組んでいます。

２０２1年度は、「風通しの良い職場環境の形成」を年間重点目標に設定し、「コミュニケーション」「ダイバーシティ」
をテーマに専門家による講演会を１０月と３月の２回ウェブ視聴方式で開催しました。講演会には、グループ各社か
ら多数の役職員が参加するとともに、その後出席できなかった役職員に対して録画視聴等を行い、具体的な改善方
法を学びその実践に努めました。

また、経団連の企業倫理月間に合わせて、１０月を当社グループのコンプライアンス強化月間に定め、「ルールの
順守と誠実な行動」と題するトップメッセージをグループ全役職員に発信するとともに、企業倫理に係る規程類等を
取りまとめた「富士石油グループ企業倫理ハンドブック」を全役職員が再度精読し、年間重点目標を再確認しました。

毎年３月には、グループ各社の社長および企業倫理委員並びに関係役職員が一堂に会して年次総会を開催し、Ｃ
ＣＯおよび各社社長より、当年度の活動実績および次年度活動計画に係る具体的施策について報告するなど、１年
間のグループ企業倫理活動の総まとめを行っていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、２０２１年度は
ウェブ方式併用での開催としました。

更に、「内部通報規程」を定め、当社グループにおける法令違反行為等の防止および早期発見、自浄作用の機動
性向上並びに法令違反行為等の是正を図るとともに、内部通報者等の人権を保護し、当社グループに対する社会
的信頼を確保し向上させることに努めています。

なお、上記年間重点目標を掲げた「コンプライアンスの誓い」カードを毎年作成し、グループ全役職員が携行しコ
ンプライアンス意識の向上を図っています。

「コミュニケーション」講演会（１０月）

「ダイバーシティ」講演会（３月）

2022年度版
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ごあいさつ

企業理念、企業行動憲章

安全環境推進体制・安全環境基本方針

安全環境マネジメントシステム
１ 安全衛生・保安管理システム
２ 環境マネジメントシステム

ＥＳＧとＳＤＧｓについて

安全への取り組み
1 安全衛生・保安管理の充実
2 安全活動 
3 緊急時の対応

徹底した環境負荷低減への取り組み
１ 製油所のインプット・アウトプット
２ 環境にやさしい製品供給
３ 地球温暖化対策
４ 大気汚染防止
５ 水質汚濁防止、水資源の節約
６ 化学物質の管理
７ 廃棄物の削減・リサイクル対策

地域社会への貢献・海外技術協力・生物多様性
１ 地域社会への貢献
２ 海外技術協力
３ 生物多様性の保全と環境保全

コ－ポレ－ト・ガバナンス

コンプライアンス
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コンプライアンスの誓い

私たちは
それぞれの考え方の違いや多様性を認め合い
互いを尊重する職場環境をつくります

富士石油企業倫理委員会

私たちは富士石油グループの一員として
　　①法令や会社諸規則に違反しない行動
　　②社会道徳や富士石油行動基準に沿った行動
　　③家族や社会に誇れる行動
　　　　　　　　　　をいつもこころがけています

【2022年度年間重点目標】


